
「頑張って働くひとりひとりのパートナー」へ

会社の弁護士が、従業員の皆様のお悩みにもお答えします

福利厚生の一つとして、サポートサービスを社員に提
供することが可能です。従業員の精神的なストレス
を取り除き、より良い職場環境を作ることができます。

生活する上でのトラブルを、弁護士にすぐに相談
することができます。また必要に応じて専門家の
紹介ができ、最適な解決が可能になります。

従業員側のメリット企業側のメリット

顧問先従業員向け特別サービスのご案内

顧問先
企業様

従業員一人一人のお悩みから企業の法務まで
トータルサポートいたします。

顧問
弁護士

従業員
の皆様

顧問先従業員
サポートサービス

（従業員法律相談サービス）

弁護士法人法律事務所
瀬合パートナーズ
顧問契約

完全秘密厳守・初回相談料
60分無料の法律相談

企業の法務体制を強化する
法務顧問契約

従業員サポートサービス導入のメリット

会社の顧問弁護士が会社の外でもお役に立ちます。



生活の悩みで、仕事に集中できない…。

そんなことにならないために、従業員の皆様が安心して仕事に取り組めるように

瀬合パートナーズは、顧問先の従業員の皆様お一人お一人の悩みに寄り添うことが

できるように、法的相談のサービスを設けています。
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離婚したい・離婚を求められた

慰謝料を求めたい・求められた

親権が欲しい

遺言書が見つかった

遺言を作成したい

身内の不幸があったけど
何をしたらいいか分からない

事故にあってけがをした

事故を起こしてしまった

家族が事故にあってしまった

け
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問
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お申込み方法 ： お電話またはFAXにてお申し込みください

当事務所の取り扱い分野

遺言
遺産相続

離婚
男女問題

交通事故
刑事弁護
少年事件

債務整理
過払い金

労働問題

労働災害 民事信託

その他一般民事事件

FAXでのお申込みは下記にご記入のうえ FAX：078-382-3530 まで送信してください。

貴社名

お申し込み者様名
フリガナ

ご住所
〒

ご連絡先
電話番号

（ ） －
メール
アドレス


